
目　次
１・

2・

3・ 環境経営方針

4・ 環境経営目標

5・ 環境経営計画内容

6・ 環境経営目標の実積

7・

8・

9・

環境経営レポート

（令和4年4月～令和5年3月）
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代表者による全体評価と見直しの結果
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組織の概要



1・
１・ 事業者名及び代表者名

杉並リサイクル事業協同組合
代表理事　河内　雅晴

２・ 所在地
〒167-0042
東京都杉並区西荻北１－３－８

グリーンコーポ２０６号
ＴＥＬ ０３-５３８２-２５２５ FAX　０３－５３８２－２４２４

３・ 事業内容

４・ 事業の規模
①出資金 850千円

②年間売上高 25,048千円（令和4年度実績）

③設立年月日 平成6年1月17日

④事業所延べ床面積 39㎡

⑤職員数 3名

５・ 環境経営実施体制

職員3名

環境管理責任者　　　事務長 大橋 信胤
連絡先　 電話 ０３-５３８２-２５２５

ＦＡＸ ０３-５３８２-２４２４

作成日

　　環境管理責任者　　

杉並リサイクル事業協同組合事務所実施
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平成28年3月31日

組織の概要

杉並リサイクル事業協同組合

　　代　表　理　事　　

理　　事　　会

総務・経理担当実務担当

資源収集運搬及び再資源化業務等の共同受注並びに経営・技術等
に関する教育及び情報の提供



６・ 環境経営実施体制の役割と責任権限

７・

（組合事務所を含む）

８・

（7名）

９・ 加入組合員数

２・

1・ 認証・登録範囲

2

組合担当理事　　　　（1名）

・環境方針・環境目標決定する。
・必要な経営資源の投入を決定する。
・全体評価と見直しを実施する。

・環境方針、環境目標の承認する権限を有する。

理　事　会

・課題とチャンスの明確化

代表者

・環境経営システムを構築・運用実施の責任と権限を

対象範囲

ＩＳＯ１４００１認証取得 3社

エコアクション２１認証取得 5社

マネジメントシステムの認証取得状況

契約担当理事　　　　（1名）

組合員数

副理事長　　　　　　　（1名）

令和5年3月31日現在

資源収集運搬及び再資源化業務等の共同受注並びに経営・技術等
に関する教育及び情報の提供

１７社

理事長　　　　　　　　 （1名）

相談役理事 　　　　　 (1名)
専務理事　　　　　　　（1名）

会計担当理事　　　　（1名）

構成

理事会（議決機関）

　を求める権限を持つ。
・環境管理責任者より環境経営システム状況等の説明

環境管理責任者
　持つ。

・環境目標に対して実施状況の把握と管理を行なう。



作成日
改定

代表理事　　　　

平成28年4月1日

１・「古紙」・｢びん」・「缶」の分別を徹底してまいります。

３・環境経営方針

　２・環境経営方針
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杉並リサイクル事業協同組合
河内　　雅晴

７・実施にあたり法規制遵守し環境経営レポートを公開します。

平成19年10月10日

環　境　経　営　方　針

杉並リサイクル事業協同組合は、"清掃事業の委託を受け、
行政回収を通じて地域社会に貢献する"　という組合理念の下
「資源循環型社会の実現」と「地球温暖化の低減促進」に貢献
する事を目指しエコアクション２１環境経営システムによる環境　
管理を取り入れ環境保全に取り組みます。

　1・環境経営理念

次の事柄について、環境経営目標及び経営実施計画を立て、

６・環境保全の教育訓練を組合員を含めて実施します。

３・環境に配慮した物品等グリーン購入に努める。

２・「電気」・「ガス」・「水道水」の低減を徹底してまいります。

継続的改善を積極的におこないます。

４・行政機関、各団体の地域の環境保全活動に積極的に参加します。

５・エコアクション２１の組合員の取得支援に努めます。



４・

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

基準年 (12ｹ月) (12ｹ月) (12ｹ月) (12ｹ月)

実績 目標 目標 目標 目標
4,390 4,346 4,302 4,258

(1%減) (2%減) (3%減) (4%減)

㎥ 6 6(維持) 6(維持) 6(維持) 6(維持)

2,041.6 2,021.0 2,000.3 1,979.7

(1%減) (2%減) (3%減) (4%減)

㎥ 28 28(維持) 28(1%減) 28(維持) 28(2%減)

㎏ 722 722(維持) 722(維持) 722(維持) 722(維持)

㎏ 49 49(維持) 48.5(1%減) 48.5(維持) 48(2%減)

㎏ 10 9.9(1%減) 9.8(2%減) 9.7(3%減) 9.6(4%減)

％ 92.6% 92.6(維持) 92.6(維持) 92.6(維持) 93%

単位 平成30年度令和元年度令和2年度 令和3年度 令和4年度

企業数 １ 1 1 1 1

回数 １ 2 2 2 2

回数 4 4 4 4 4

品目数 34 34 34 34 34

回数 2 2 2 2 2

環境経営目標

当組合事務所は回収業者部門とは、規模と内容が異なりますので、
組合事務所の環境負荷と環境への取り組みを把握し、環境への

項　　　　目　(Ⅰ）

　　・再生利用、単純焼却、廃棄物最終処分量の３項目にまとめます。

　　　※一般廃棄物には可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみが該当

影響が考慮される項目を、主たる目標として数値を定めました。

②上下水使用量削減は生活用水の使用量に目標設定をしました。

　 集計しました。　　

　　・再生比率は再生利用資源量を一般廃棄物の総排出量で除したもの。

電力の削減

化石燃料の削減

（２）環境経営目標と取り組み状況
①CO2排出量削減は電力と都市ガス使用量に目標設定をしました。

④環境保全活動の目標設定しました。
　　・エコアクション21取得普及活動を行います。

③廃棄物総排出量は行政の指定に基づき分別後、廃棄物と資源物に区分し

　　・行政の地域清掃活動及びイベントに積極的参加します。
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低環境負荷商品購入、消費削減

研修会の参加・開催

環　境　保　全　活　動

単位

資源の回収相談窓口開設

エコ21取得支援活動

行政のイベントに参加

※CO2排出量は2018年度の電力排出係数0.462kg-co2/kwhを基準とする

生活用水の節減

再生利用資源の促進

廃棄物焼却(区委託)量の削減

廃棄物最終処分量の削減

廃棄物の再生化率

kwh

CO2排出量削減※
(電力と化石燃料の削減分)

kg-co2 2,062.2

2018年度を基準年として削減目標を設定目標値（令和4年度まで）

4,435



５・
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

基準年 (12ｹ月) (12ｹ月) (12ｹ月)

実績 目標 目標 目標
4,213 4,191 4,170

(0.5%減) (0.5%減) (0.5%減)

㎥ 9 9(維持) 9(維持) 9(維持)

1,924.4 1,914.8 1,905.2

(0.5%減) (0.5%減) (0.5%減)

㎥ 39 39(維持) 39(維持) 39(維持)

㎏ 211.5 211.5(維持) 211.5(維持) 211.5(維持)

㎏ 53.0 53.0(維持) 52.5(1%減) 52.5(維持)

㎏ 0.0 0.0(維持) 0.0(維持) 0.0(維持)

％ 80.0% 80.0(維持) 80.0(維持) 80.0(維持)

単位 令和4年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

企業数 １ 1 1 1

回数 ０ １ １ １

回数 7 4 4 4

品目数 21 21 21 21

回数 2 2 2 2

６・

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施
缶・びん排出量計量・分別 実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

実施

中長期目標

評　価　基　準
計画通り設定

計画通り設定

計画通り設定

計画通り設定

室内温度調整を実施

研修会の参加・開催

節水の意識付け

計量実施

削減余地乏しく

計量実施

※目標値は前年度対比

廃棄物の再生化率

環　境　保　全　活　動

エコ21取得支援活動

行政のイベントに参加

資源回収相談窓口開設
低環境負荷商品購入、消費削減

kg-co2 1,934.1

生活用水の節減

再生利用資源の促進

廃棄物焼却量の削減
廃棄物最終処分量の削減

エコ21取得支援活動

項　　　　目　(Ⅰ） 単位

電力の削減 kwh 4,235

化石燃料の削減

CO2排出量削減※
(電力と化石燃料の削減分)

古新聞排出量計量・分別

コピー用紙排出量計量・分別

室内に温度計設置(2ケ所)

ペットボトル排出計量・分別

低環境負荷商品の購入、消費減

計量及び指定業者へ

計量及び指定業者へ

計量実施・資源分別

計量実施・資源分別

計量実施・資源分別

パソコンの省エネモード切り替え

行政のイベントに参加

実施

利用を極力控える。

組合員への広報活動

出展、資源回収など

令和4年度環境経営計画

電球の取替え及びLEDに交換

可燃ごみの排出量計量

節水の意識付け節水

ガス機器の使用取り止め

冷蔵庫の入れ替え

ガスの削減

単純焼却削減

研修会

シュレッダー利用量を減らす

住民、行政への対応

消費減、ペーパーレス化

事故・苦情低減、職員能力向上

環境保全活動 資源の回収相談窓口開設

コピー・FAX節電モード切替
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項　　　目

電力の削減

資源再生
利用の促進

不燃ごみの排出量の計量

取り組み計画

タンボール排出計量・分別



令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

(12ｹ月) (12ｹ月) (12ｹ月) (12ｹ月)

実績 4582 4219 4144 4235

目標値 4390 4346 4302 4258

評価 × 〇 〇 〇

実績 7 8 8 9

目標値 6 6 6 6

評価 × × × ×

実績 2,100.3 1,864.8 1,845.1 1,934.1

目標値 2,041.6 2,021.0 2,000.3 1,979.7

評価 × 〇 〇 〇

実績 31 31 35 39

目標値 28 28 28 28

評価 × × × ×

実績 50.4 45.1 49.8 53.0

目標値 49 48.5 48.5 48.0

評価 × 〇 × ×

実績 0.3 1.7 1.2 0.0

目標値 9.9 9.8 9.7 9.6

評価 〇 〇 〇 〇

実績 463.7 325.0 453.2 211.5

目標値 722.0 722.0 722.0 722.0

評価 × × × ×

実績 90.0% 87.4% 89.9% 80.0%

目標値 92.6% 92.6% 92.6% 93.0%

評価 × × × ×

単位 実績と評価 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

実績 1 1 1 1

目標値 1 1 1 1

評価 〇 〇 〇 〇

実績 2 0 0 0

目標値 2 2 2 2

評価 〇 × × ×

実績 4 7 7 7

目標値 4 4 4 4

評価 〇 〇 〇 〇

実績 34 28 32 21

目標値 34 34 34 34

評価 〇 × × ×

実績 2 1 1 1

目標値 2 2 2 2

評価 〇 × × ×

実績と評価

電力の削減 kwh

化石燃料の削減

廃棄物の再生量及び再生化率

kg

単位

環　境　保　全　活　動
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目標値は4の環境経営目標で定めた数値

研修会の参加・開催 回数

資源の回収相談窓口開設 回数

低環境負荷商品購入、消費削減 品目数

７・環境経営目標の実績

項　　　　目　(Ⅰ）

廃棄物焼却(区委託)量の削減 ㎏

生活用水の節減 ㎥

行政のイベントに参加 回数

実績と評価

廃棄物最終処分量の削減 ㎏

％

エコ21取得支援活動 企業数

㎥

CO2排出量削減
(電力と化石燃料の削減分)

kg-co2



８・

(1)

(2)

(3) 節水・・・目標未達

(４)

・古紙については、書類電子化などで使用量が大幅減となり、排出も減った。

(５)

(６)

　　組合員のエコ支援活動と登録申請支援活動を行う。

企業数1(申請無し)

　　杉並区内イベント後の資源回収作業 支援活動0回

広告記載2回

4・環境配慮商品の購入推進など・・・目標未達
21品目

5・研修事業・・・目標未達（組合内での会合自粛）
受講者　97名

受講者　3名

環境保全活動

　　組合員研修：事故、苦情低減に向けた研修の実施

　　情報発信活動開始及び資源回収業者紹介　　　受付7件

3・ゴミ・資源の回収相談窓口開設・・・目標達成

・出社機会が増え、使用料も若干増加した。

・冬季の暖房をエアコンとし、湯沸しを電気に切り替え、既に削減余地無し。

・現状維持の取組を進める。

・これ以上の削減は困難なため、現状維持を続ける。

　　事務職員研修：緊急時対応を学ぶ
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・全体としてゴミ排出減も古紙の減少により、再生資源率は80.0%となった。

環境経営計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容

・可燃ゴミ量は出社が増え、増加した。

・不燃ごみの目標値は大きくクリアしている。

・計画に対し、目標値を何とか達成することが出来た。

・省エネ型の設備の入れ替えが一巡している。

・テレワーク実施は伸び悩み、平常化が進んだ中では健闘した。

電力の削減・・・目標達成

ごみ排出削減・・・目標未達(不燃ごみは達成)

　　環境に配慮した事務用品の購入と消費抑制　

・使用しない箇所の電気を消灯を実施した。

・節水コマに取替えたことにより、水圧を下げる効果継続。

・引き続き徹底した分別排出及び正確な計量を実施。

ガスの削減・・・目標未達

再生利用資源化の促進・・・目標未達

1・エコ21取得支援活動・・・目標達成

2・行政のイベントに参加・・・目標未達（区内イベントの開催中止等）



(７) 次年度の取組内容

・節電への意識啓発、省エネ機器の入れ替え検討。

・平常化で出社機会が増加するが、可能な範囲でリモートワークを継続。

2・ ガス消費量対策
・このままの状態を維持する。

3・ 上水の使用量対策
・この状態を維持していく。

4・ 再生利用資源化の推進(分別)
・可不燃ごみ・資源ごみは分別を徹底し、資源ごみは週一回の原則で排出する。

・再生資源分別種別(組合事務所基準)は以下の通りとする。

 　　　　　新聞、コピー用紙、雑誌、ダンボール
　　　　　　 缶、びん、ペットボトル、プラごみ

※新聞、雑誌、コピー用紙は指定業者に排出、計量も指定業者で行う。

※可不燃ごみ、ダンボール、びん、缶、ペットボトル、プラごみは行政回収へ排出。

※可不燃ごみの低減に徹する。

5・ 環境保全活動
・エコアクション21への取得及び指導を行う。

・行政イベントに積極的に広告を掲載する。

・区民及び区内事業者からの資源回収相談を受付ける。

・環境負荷の低い商品の購入を進めると同時に使用量の低減に取り組む。

・組合員向け及び事務職員向けに研修会を実施する。

８・
・関連法規

下水道法、消防法、廃棄物処理法、労働安全衛生法、労働基準法、

上記の法令に関し、訴訟は2023年4月1日現在ありません

９・

・社会経済環境の変化を踏まえ、目標値等を実態を反映しながら改善を進める。

・エコアクション21取得組合員への指導に取り組む。

・組合員への意識啓発を図り、苦情・取り漏れなどの件数低減に取り組む。

・区民の環境意識の啓発に資する取り組みに注力する。

・環境経営実施体制の見直しは要さない。
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代表者による全体評価と見直しの結果

上記の法令に関し、関係当局よりの違反などの指摘は過去３年間ありません。

　　1・電力使用量の問題対策

中小企業協同組合法、東京都環境確保条例、杉並区条例

環境関連法規への違反、訴訟等の有無




